
第4次総合計画の施策体系を使ったイメージ

【基本施策】 【施策の概要】
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（Ⅴ－2－(3)）

（Ⅳ－2－(1)）

（Ⅲ－3－(1)）

（Ⅳ－1－(1)）

（Ⅲ－3－(4)）

（Ⅳ－2－(3)）

※（　）内の数字は第4次総合計画後期基本計画の施策体系番号です。

障がい者（児）への支援

住民の社会進出を支援する

働く親への子育て支援

幸せな暮らしを支える

仕組みを充実する

（Ⅴ－3）

幸せな暮らしを支える
母子（父子）家庭への支援

（Ⅴ－3）

高齢者への支援

高齢者への支援

親と子のコミュニケーショ
ンの育成

（Ⅲ－3）

障がい者（児）への支援

（Ⅲ－3）

住民の社会進出を支援する

住民の社会進出を支援する

（Ⅳ－1）
住民の健康づくり

誰もが住みよいバリアフリーのまちづくり

(Ⅳ－2）

（Ⅲ－3）

住民の健やかな暮らしを支援する

暮らしを支援する
健やかなまちづくり

心を涵養する

（Ⅴ-2）

人や郷土・コミュニティを大切にする

仕組みを充実する
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